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公

告

公

告

第
四
十
五
期
大
分
県
労
働
委
員
会
の
使
用
者
委
員
及
び
労
働
者
委
員
の
推
薦
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

第
四
十
四
期
大
分
県
労
働
委
員
会
委
員
の
任
期
が
平
成
三
十
年
二
月
三
日
を
も
っ
て
満
了
す
る
こ
と
に
伴

い
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
十
九
条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
第

四
十
五
期
大
分
県
労
働
委
員
会
委
員
を
任
命
す
る
の
で
、
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二

百
三
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

任
命
す
る
委
員
の
数

使
用
者
委
員

五
人

労
働
者
委
員

五
人

二

推
薦
で
き
る
も
の
の
資
格

１

使
用
者
委
員
の
候
補
者
を
推
薦
す
る
資
格
が
あ
る
も
の
は
、
大
分
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
す

る
使
用
者
団
体
で
あ
る
こ
と
。

２

労
働
者
委
員
の
候
補
者
を
推
薦
す
る
資
格
が
あ
る
も
の
は
、
大
分
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有

し
、
か
つ
、
労
働
組
合
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
旨
の
大
分
県
労
働
委
員
会

の
決
定
を
受
け
た
労
働
組
合
で
あ
る
こ
と
。

三

推
薦
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
候
補
者
の
資
格
等

労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
十
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る

欠
格
事
項
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

な
お
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
六
十
一
号
）
、
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
等
法
令
に
よ
り
兼
職
の
制
限
又
は
禁
止
の

規
定
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
こ
と
。

四

推
薦
期
間

平
成
二
十
九
年
十
一
月
六
日
か
ら
同
年
十
二
月
八
日
ま
で

五

推
薦
の
方
法

推
薦
書
（
使
用
者
団
体
に
あ
っ
て
は
様
式
一
、
労
働
組
合
に
あ
っ
て
は
様
式
二
）
に
所
定
事
項
を
記
入

し
、
大
分
県
商
工
労
働
部
雇
用
労
働
政
策
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
九
年

第

二

九

三

〇

号

十

一

月

六

日

( 月 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
十
一
月
六
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一



平
成
二
十
九
年
十
一
月
六
日

大
分
県
報
（
公
告
）

二


